
 

 

 「営業手当」といった一見して残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）の趣旨で

支払われる手当とは分からない名目での支払を希望する場合は，最低限，営業の精

神的負担や被服・靴などの消耗品に対する金銭的負担を補填する趣旨の手当（通常

の労働時間・労働日の賃金）に当たる部分と残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）

に当たる部分が判別できるよう金額を明示するようにして下さい。両者が判別でき

ない場合は，残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）の支払があったとは認めても

らえません。 

 

Ｑ２９８．営業社員の残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）を「営

業手当」といった一見して残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）の

趣旨で支払われる手当とは分からない名目で支給したい場合は，どう

すればいいですか。 


